
入   札   公   告  
 
 次のとおり一般競争入札を実施します。 
  令和８年(2026年)２月１６日 
                         山口県知事 村岡 嗣政 
 
１ 入札に付する事項  
    次に掲げる業務の委託 
⑴  業務の名称 

   安全運転管理者等講習業務 
⑵  業務の内容 

   入札説明書及び仕様書による。 
⑶  履行期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
⑷  履行場所 

      山口県内             
２ 入札参加資格   
  入札に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 
⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７ 
 条の４第１項各号のいずれかに該当する者でないこと。 
⑵ 政令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当して一般競争入札又は指名競争 
 入札に参加させないこととされている者及びその者を代理人、支配人その他の使用 
 人又は入札代理人として使用する者でないこと。 
⑶  県が発注する物品等の製造の請負、物品等の買入れ、借入れ及び売払い並びに業 
務の委託の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並
びに資格審査申請の時期及び方法等に関する告示（令和７年山口県告示第２１４号）
に基づく資格審査において、研修業務について業務の委託の特Ａ、Ａ又はＢの等級
に格付けされている者であること。 

⑷  本店、支店又は営業所等を山口県内に有していること。 
⑸  この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても山口県の業務委託及 
び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領に基づく参加停止を受けていない 
こと。 

⑹  次のいずれかに該当する者を役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ 
れらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問 
わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同 
等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。）とするものでな 
いこと。 

  ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
イ 拘禁刑以上の刑に処され、又は道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下
「法」という。）第１１７条の２第２項第１号若しくは第２号の罪、法第１１７
条の２の２第２項の罪、法第１１８条第２項第３号若しくは第４号の罪、法第１
１９条第２項第４号の罪又は法第１１９条の２の４第２項の罪を犯して刑に処せ
られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２
年を経過しない者 

ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行う
おそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第
１２条若しくは第１２条の６の規定による命令又は同法第１２条の４第２項の規
定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して２
年を経過しない者 

  オ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 
⑺  次のいずれかに該当する者を講習を行う者（以下「講習指導員」という。）とし 
て本業務の履行場所に配置できること。 
ア 山口県道路交通規則（昭和４７年山口県公安委員会規則第３号）第１４条第１
項の規定により選任の届出をしている安全運転管理者で自動車の運転の管理に関
し１０年以上実務の経験を有する者 



イ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転の管理に関する研修の課程又はこ
れに相当する課程を修了した者 

ウ 講師として法第１０８条の２第１項第１号に掲げる講習に従事した経験を有す
る者 

３ 契約条項を示す場所 
    山口市滝町１番１号 山口県警察本部警務部会計課 
４ 入札説明書及び仕様書の交付 

この公告の日から令和８年２月２４日まで(山口県の休日に関する条例(平成元年山
口県条例第１６号)第１条第１項各号に規定する休日を除く。)の午前９時から午後５
時までの間、山口県警察本部交通部交通企画課において、対面又は電子メールにより
交付する。電子メールによる交付を希望する場合は、山口県警察交通部交通企画課（電
話 083-933-0110）に連絡すること。 

５ 入札を執行する場所及び日時 
⑴  場所 

     山口市滝町１番１号 山口県警察本部４階研修室 
⑵  日時 

      令和８年３月２３日（月）午後３時００分 
６ 入札保証金 
    免除する。 
７ 無効入札 
    次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
⑴  入札参加資格のない者がした入札  
⑵ 郵便による入札又は電信による入札 
⑶  記名のない入札 
⑷  ⑴から⑶までに掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

８ 落札者の決定方法 
山口県会計規則（昭和３９年山口県規則第５４号）第１５４条の規定に基づき定め

られた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と
する。ただし、政令第１６７条の１０第１項に規定する場合には、その者を落札者と
せず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った他の者のうち、最
低価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

９ その他 
⑴  入札参加資格の要件の確認に必要な次に掲げる書類を、令和８年２月２７日午後 
５時までに山口県警察本部交通部交通企画課に提出すること。 

   なお、その確認の結果を記載した書面を令和８年３月６日までに発送する。 
  ア 入札参加資格確認申請書 
  イ 登記事項証明書 
    ウ 役員が２の⑹のアからオまでに該当しない者であることを誓約する書面 

エ  講習指導員について、安全運転管理者として選任の届出をしていることを確認
できる書面等の写し、自動車の運転の管理に関する研修の修了証の写し又は経歴
書 

⑵  落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０ 
に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数 
金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、見積もった契約 
希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑶  積算内訳書の提出 
      入札者は、当初の入札書を提出する際に、当該入札書に記載された金額の算出根 
 拠を記載した内訳書を提出すること。 
⑷  契約保証金 

      免除する。 
⑸  この公告後に、２⑶に掲げる当該入札に参加するために必要な一般競争入札の資 
格審査の申請をする場合は、令和８年２月２０日午後５時までに山口県会計管理局 
会計課に申請書を提出すること。 

⑹  詳細については、入札執行者＜山口県警察本部交通部交通企画課＞（電話０８３
－９３３－０１１０）に問い合わせること。 


